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四日市市地区防災組織活動補助金交付要綱の一部を改正する要綱を次のように定め

る。  
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四日市市地区防災組織活動補助金交付要綱の一部を改正する要綱  

四日市市地区防災組織活動補助金交付要綱（平成２４年四日市市告示第２２３号）

の一部を次のように改正する。  

改正後  改正前  

（目的）  

第１条  この要綱は、四日市市補助金等交

付規則 (昭和 57 年四日市市規則第 11 号 )

に定めるもののほか、地区防災組織が行

う地域防災力の強化を図るための防災

意識及び能力向上のための活動並びに

防災資機材の購入に対する補助金を交

付することについて必要な事項を定め

るものとする。  

 

 

 

 

 

 

 

 

（交付対象者）  

第２条  補助金の交付の対象となる地区

防災組織は、四日市市地区防災組織連絡

協議会を構成する地区防災組織 29 組織

（目的）  

第１条  この要綱は、地区防災組織が行う

防災意識及び能力向上のための活動並

びに防災資機材の購入に対する補助金

を交付することについて必要な事項を

定め、地域防災力の強化を図ることを

目的とする。  

  

 

 

（定義）  

第２条  この要綱において「地区防災組

織」とは、地区連合自治会組織又は住民

により地区単位で自主的に結成され、大

地震その他の災害に備えて、その被害の

軽減及び応急対策の確実かつ迅速な実

施のために活動する組織をいう。  

（交付対象）  

第３条  補助金の交付を受けようとす

る地区防災組織は、当該年度の７月 1

日までにあらかじめ地区防災組織結



とする。  

 

 

 

 

 

 

 

第３条（略）  

 

第４条（略）  

 

（補助金の交付申請）  

第５条  補助金の交付を受けようとす

る地区防災組織（以下「申請者」とい

う。）は、四日市市地区防災組織活動

補助金交付申請書（第１号様式）に整

備予定防災資機材の見積書の写し及

び地区市民センター館長の副申書（第

２号様式）を添付して、市長に提出し

なければならない。  

２  （略）  

 

第６条  （略）  

２  市長は、前項による交付決定を行っ

た場合、四日市市地区防災組織活動補

助金交付決定通知書（第３号様式）に

より通知するものとする。この場合に

おいて、市長は補助金交付の目的を達

成するために必要があると認めたと

きは、条件を付することができる。  

成報告書（第１号様式）を市長に提出

しなければならない。ただし、前年度

以前に地区防災組織結成報告書を提

出した地区防災組織で、その規約内容

等について変更のないものは、地区防

災組織結成報告書の提出を省略する

ことができる。   

 

第４条（略）   

 

第５条（略）  

 

（補助金の交付申請）  

第６条  補助金の交付を受けようとす

る地区防災組織（以下「申請者」とい

う。）は、四日市市地区防災組織活動

補助金交付申請書（第２号様式）に整

備予定防災資機材の見積書の写し及

び地区市民センター館長の副申書（第

３号様式）を添付して、市長に提出し

なければならない。  

２  （略）  

 

第７条  （略）  

２  市長は、前項による交付決定を行っ

た場合、四日市市地区防災組織活動補

助金交付決定通知書（第４号様式）に

より通知するものとする。この場合に

おいて、市長は補助金交付の目的を達

成するために必要があると認めたと

きは、条件を付することができる。  



（計画の変更）  

第７条  申請者は、補助金の交付決定通

知を受けた後において補助事業の計

画の変更（軽微な変更を除く。）をし

ようとする場合又は補助事業を中止

し、若しくは廃止しようとする場合

は、直ちに市長に四日市市地区防災組

織活動補助金変更承認申請書（第４号

様式）に整備予定防災資機材の見積書

の写し及び地区市民センター館長の

副申書（第５号様式）を添付して、市

長に提出し承認を受けなければなら

ない。  

２  （略）  

３  （略）  

 

（計画変更の決定通知）  

第８条  市長は、前条第 2 項の規定によ

り補助金の交付の変更を承認したと

きは、四日市市地区防災組織活動補助

金変更決定通知書（第６号様式）によ

り申請者に通知するものとする。  

(交付決定の取消し ) 

 

第９条  （略）  

２  市長は、前項の規定に基づき補助金

の交付決定の全部又は一部を取り消

したときは、四日市市地域防災組織活

動 補 助 金 交 付 取 消 通 知 書 (第 ７ 号 様

式 )に理由を付し、申請者に通知しな

ければならない。  

（計画の変更）  

第８条  申請者は、補助金の交付決定通

知を受けた後において補助事業の計

画の変更（軽微な変更を除く。）をし

ようとする場合又は補助事業を中止

し、若しくは廃止しようとする場合

は、直ちに市長に四日市市地区防災組

織活動補助金変更承認申請書（第５号

様式）に整備予定防災資機材の見積書

の写し及び地区市民センター館長の

副申書（第６号様式）を添付して、市

長に提出し承認を受けなければなら

ない。  

２  （略）  

３  （略）  

 

（計画変更の決定通知）  

第９条  市長は、前条第 2 項の規定によ

り補助金の交付の変更を承認したと

きは、四日市市地区防災組織活動補助

金変更決定通知書（第７号様式）によ

り申請者に通知するものとする。  

(交付決定の取消し ) 

 

第１０条  （略）  

２  市長は、前項の規定に基づき補助金

の交付決定の全部又は一部を取り消

したときは、四日市市地域防災組織活

動 補 助 金 交 付 取 消 通 知 書 (第 ８ 号 様

式 )に理由を付し、申請者に通知しな

ければならない。  



（実績報告）  

第１０条  申請者は、補助事業が完了し

たときは速やかに、市長に四日市市地

区防災組織活動補助金実績報告書（第

８号様式）に活動状況等の写真、成果

品及び領収書等の写しを添付のうえ、

地区市民センターを経由して市長に

提出しなければならない。  

 

（額の確定及び交付）  

第１１条  市長は、前条の実績報告書が

提出されたときは、その内容を審査

し、適当と認めたときは交付すべき補

助金の額を確定し、四日市市地区防災

組織活動補助金確定通知書（第９号様

式）により、補助金の交付決定を受け

た者に通知するものとする。  

２  補助金の確定通知を受けた者は、前

項の規定による通知に基づき、速やか

に四日市市地区防災組織活動補助金

請求書（第１０号様式）により補助金

を市長に請求しなければならない。  

 

第１２条  （略）  

 

第１３条  （略）  

 

第１４条  （略）  

 

第１５条  （略）  

 

（実績報告）  

第１１条  申請者は、補助事業が完了し

たときは速やかに、市長に四日市市地

区防災組織活動補助金実績報告書（第

９号様式）に活動状況等の写真、成果

品及び領収書等の写しを添付のうえ、

地区市民センターを経由して市長に

提出しなければならない。  

 

（額の確定及び交付）  

第１２条  市長は、前条の実績報告書が

提出されたときは、その内容を審査

し、適当と認めたときは交付すべき補

助金の額を確定し、四日市市地区防災

組織活動補助金確定通知書（第１０号

様式）により、補助金の交付決定を受

けた者に通知するものとする。  

２  補助金の確定通知を受けた者は、前

項の規定による通知に基づき、速やか

に四日市市地区防災組織活動補助金

請求書（第１１号様式）により補助金

を市長に請求しなければならない。  

 

第１３条  （略）  

 

第１４条  （略）  

 

第１５条  （略）  

 

第１６条  （略）  

 

 



（２）第 1 号様式を削る。  

改正後  改正前  

第 1 号様式（第 5 条関係）  

（略）  

 

第 2 号様式（第 5 条関係）  

（略）  

 

第 3 号様式（第 6 条関係）  

（略）  

 

第 4 号様式（第 7 条関係）  

（略）  

 

第 5 号様式（第 7 条関係）  

（略）  

 

第 6 号様式（第 8 条関係）  

（略）  

 

第 7 号様式（第 9 条関係）  

（略）  

 

第 8 号様式（第 10 条関係）  

（略）  

 

第 9 号様式（第 11 条関係）  

（略）  

 

第 10 号様式（第 11 条関係）  

（略）  

第 2 号様式（第 6 条関係）  

（略）  

 

第 3 号様式（第 6 条関係）  

（略）  

 

第 4 号様式（第 7 条関係）  

（略）  

 

第 5 号様式（第 8 条関係）  

（略）  

 

第 6 号様式（第 8 条関係）  

（略）  

 

第 7 号様式（第 9 条関係）  

（略）  

 

第 8 号様式（第 10 条関係）  

（略）  

 

第 9 号様式（第 11 条関係）  

（略）  

 

第 10 号様式（第 12 条関係）  

（略）  

 

第 11 号様式（第 12 条関係）  

（略）  

 



附  則  

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。  

 


